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市
で
は
環
境
の
現
状
や
環
境
に
関
す
る
施
策
の

進
捗
状
況
な
ど
を
整
理
し
た
「
行
田
市
環
境
報
告

書
」
を
毎
年
度
作
成
・
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
平
成
28
年
度
の
実
績
を
ま
と
め
た

「
平
成
29
年
度
版
行
田
市
環
境
報
告
書
」
を
作
成

し
ま
し
た
。
次
の
場
所
で
公
表
し
て
い
る
他
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
公
表
場
所
　
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
南
河
原
支

所
、
中
央
公
民
館
お
よ
び
各
地
域
公
民
館

▼
問
い
合
わ
せ
　
環
境
課
環
境
政
策
担
当

　
☎
５
５
６
―
９
５
３
０

平
成
29
年
度
版
行
田
市
環
境
報
告
書

を
公
表
し
て
い
ま
す

地球にやさしい行田エコタウン
～各種補助金を支給します～

　次の各補助金は、いずれも予算の範囲内での補助となりますので、予算額や補助予定数に達した場合
は受付期間中でも終了します。なお、補助金申請状況は市ホームページで公開（週1回程度更新）します。

▶問い合わせ　同課環境政策担当☎556―9530

住宅用太陽光発電
システム設置補助金を

交付します
▶対象
　・ 自らが居住する市内の住宅

に電力を供給する目的で、
1キロワット以上の発電シ
ステムを設置する方

　・市税の滞納がない方
　・ 建築基準法、都市計画法な

どの違反がない方
　・ 行田市住宅改修資金補助金

の交付を受けていない方
　・ 市内業者との請負により設

置する方
▶補助金額　1件につき8万円
▶ 申請方法　環境課で配布して
いる申請書(市ホームページ
からダウンロード可)に必要
事項を記入の上、4月2日㈪
～平成31年2月12日㈫に直
接同課へ提出してください。
なお、既に設置および工事に
着手している太陽光発電シス
テムは補助の対象となりませ
ん。必ず着工前に申請をして
ください。

▶補助予定数　30件（先着順）

住宅用高効率
給湯器設置補助金を
交付します

▶対象
　・ 自らが居住する市内の住宅

に、未使用の補助対象給湯
器を設置する方

　・市税の滞納がない方
　・ 建築基準法、都市計画法な

どの違反がない方
　・ 行田市住宅改修資金補助金

の交付を受けていない方
▶補助対象給湯器および金額
　 【ガスエンジン給湯機（エコ
ウィル）】1台につき2万円

　 【燃料電池コージェネレー
ションシステム（エネファー
ム）】1台につき5万円

▶ 申請方法　環境課で配布して
いる申請書(市ホームページ
からダウンロード可)に必要
事項を記入の上、4月2日㈪
～平成31年2月12日㈫に直
接同課へ提出してください。
なお、既に設置および工事に着
工している補助対象給湯器は
補助の対象となりません。必ず
着工前に申請をしてください。

▶予算額　150万円（先着順）　

住宅用
蓄電池設置補助金を
交付します

▶対象
　・ 自らが居住する市内の住宅

に、未使用の蓄電池を設置
する方

　・ 市税の滞納がない方
　・ 建築基準法、都市計画法な

どの違反がない方
▶補助金額　1件につき5万円
▶ 申請方法　環境課で配布して
いる申請書(市ホームページ
からダウンロード可)に必要
事項を記入の上、4月2日㈪
～平成31年2月12日㈫に直
接同課へ提出してください。
なお、既に設置および工事に
着工している蓄電池は補助の
対象となりません。必ず着工
前に申請をしてください。
▶補助予定数　10件（先着順）

蓄電池

　
近
年
、
強
風
の
際
に
太
陽
光
発
電
設
備
の
パ
ネ

ル
が
飛
散
、
架
台
が
落
下
・
倒
壊
す
る
な
ど
の
事

故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
飛
散
し
た
パ
ネ
ル
が
近

隣
住
宅
へ
被
害
を
与
え
た
例
も
あ
り
ま
す
。
万
が

一
、
他
者
に
被
害
が
及
ん
だ
場
合
に
は
、
刑
事
責

任
や
民
事
責
任
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
設
備
を
有
す
る
家

庭
は
、
パ
ネ
ル
や
架
台
の
ボ
ル
ト
に
緩
み
が
な
い

か
、
変
形
や
破
損
は
な
い
か
な
ど
を
定
期
的
に

チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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環
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自
宅
の
太
陽
光
発
電
設
備
は
定
期
的

に
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う

行田都市計画道路等が変更になりました
　埼玉県が策定した「都市計画道路の検証・見直し指針」に基づき、昨年度から進めてきた行田都市計画
道路の見直し作業が終了し、次の都市計画が変更になりました。これにより、これまで建物の建築に課
せられていた一定の建築規制が解除されるなど、建築できる建物の用途や建て方のルールが変更となり
ます。なお、変更内容の詳細は、都市計画課または市ホームページで確認できます。

○都市計画道路　
　3・3・2号国道125号行田バイパス
　3・4・5号行田市駅北口線
　3．4・6号昭和通線

○用途地域（谷郷地区、長野地区、桜町地区）
○特別用途地区（桜町地区）
○防火地域及び準防火地域（桜町地区）

　　
　3・4・7号行田北口通荒木線
　3・5・11号行田駅通古墳群線
　3・6・13号行田市駅前通北谷線

　　
　3・5・14号常盤通佐間線

▶問い合わせ　同課計画担当(内線5606)

し
ん
ち
ょ
く


